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里海読本稼げる、学べる、遊べる、新しい里海へ

1． はじめに

私たちが暮らす志摩市は、伊勢湾の湾口に突き

出した志摩半島の東南部に位置し、全域が伊勢志

摩国立公園の指定を受け、美しく豊かな自然に恵
まれています。古くは御食つ国（みけつくに）※：

と呼ばれるほど豊かな水産物に恵まれ、現在で屯

温暖な気候や地形をいかした水産業や農業、観光

業が経済の基盤となっています。

しかし、最近では少子高齢化が急速に進むとと

もに、労働力人口の減少と産業の生産額の減少か

続いており、このままでは地域の存続が危ぶまれ
る状況となっています。

ー

志摩市のまちづくりの基本となる第一次志摩市総合計画では、第1章において志摩市のま
ちづくりの基本理念を、「美しい自然を守り、その大切さを後世に伝えながら、自然環境に負

荷をかけない生活を持続し、自然の持つサイクルを水産業や農業、観光業にいかし、自然と

共生するまちをめざす」こととし、第2章にはめざすべき志摩市のすがたとして「身近な自

然や地球環境への負荷の低減を図り、自然の中で調和の取れた暮らしが将来にわたって続I手

られるまち」、「産業間の連携を図り、各地域の資源や風土をいかした地域産業によって、活

力が維持されるまち」など6つの目標を掲げています。

私たちは、今、この美しく豊かな自然に恵まれた地域を、次世代に引き継いでいくため、

5つの町が合併したメリットを最大限に活用して、地域づくりをすすめる必要があります。

このため、平成23年度から始まる第一次志摩市総合計画の後期基本計画では、基本理念

に定めたまちづくりをより積極的に推進するため、「新しい里海の創生によるまちづくり」を

進めることとしました。 曹

燕'御食つ国：天皇の食

糧、神に供える御俄を奉

(たてまつ）る国といへ

意味。古語辞典によると

「食(け)」は食物という

意味の名詞。「御食（み
＝一－一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一

け)」で｢食｣の礁吾とな

り、「御謹｣と書くことも
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できる。「つ｣は連体の助

詞であるが｢調<(つく)」

と解釈することもでき
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資料:国勢調査

2010年の人口は速報値

る。
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2．里海ってなんだろう

まず、「里海」とは、どのような海を指すのでしょうか？

「里」という言葉には「人家のあるところ」という意味があり、例えば「里山」は、人家
の集落の近くにあって、農業や林業という形で人が関わりながら、安定した自然環境が保た
れている山を意味します（ここで言う「安定した自然環境」とは、その地域に生息する植物
や動物の種類や数が大きく変化しない状態であることです)。このことは食糧をはじめとする
自然の恵み※2を安定して享受するうえで非常に重要なことです。この里山という概念と同こ
ように、漁業活動や日々 の生活を通じて人と海とが関わりながら豊かな自然環境が保たれて
きた沿岸域※3のことを最近「里海」と呼ぶようになり、海外でも「SAT○一UMI」とし
う言葉がそのまま使われるようになってきました。

※2自然の恵み：人間の生活に欠かせない、自然が持っている機能のこと。国際的に下記の4種類に分類されている。

1．維持機能：水や栄養の循環など、全ての生物が生存するための環境を維持する織噌

2．調整機能：気候変動などの急激な環境変化を抑制し、安定させる機能

3．供給機能：食料、医療、木材など、衣食住のための恵みを供給する機能

|"恩蔑撫悪欝駕繍蔑に…劇講…。

植物は太陽の光を利用して光合成を行い、栄

養塩※4と呼ばれるチッソやリンなどを吸収し

て成長します。動物は植物や他の動物を食べる

ことで成長し、落ち葉や動物の死骸は微生物に

よって分解され、やがてチッソやリンに戻って

再び植物を育てる栄養として利用されます。

このように植物の成長から始まる生き物の

「食べる．食べられる」というつながりのこと

を「食物連鎖（しょくもつれんさ）」と呼び、あ

る限られた地理的条件の中で形成されている生

き物のつながりを「生態系」と呼んでいます。

〆
栄養

チッソやリン

心

樹木・植物

プランクトン

食物連鎖

落ち葉

動物の糞や

死体 や

詞

草食動物

イワシなどの小魚

吾
肉食動物

マグロや

クジラ

里山では、人が自分たちにとって有益な樹木を育てたり、燃料とするために伐採したりす

るなど、人が生き物のつながりの一部となってその地域に独自の生態系が形成されます。ま
た里海では、貝や魚を獲ったり、肥料とするために海藻を刈り取ったりして海の生き物を陸
に取り上げる一方で、農地や日常の生活から流れ出すチッソやリンが海に流れ込むことで多
くの海の生き物が育ち、海域ごとに独自の生態系が形成されてきました。里山や里海では、
人もその地域に住むひとつの生き物として他の生き物たちと強くつながることで、栄養の循
環に関係し、その地域に独自の豊かな生態系を育んできたのです。

ﾛ

※4栄養塩：チッソやリンなど植物が生長するために必要な元素。

チッソ(Nitrogen)はN、リン(Phosphorus)はPと略すことが多い
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水と生き物によって、山・川・海はひとつにつながっています

ｰ

出展：環境省里海ネット

http://www.env.go.jp/water/heisa/satoumi/index.htm

しかし、18世紀にイギリスで始まった産業革命以降、日本でも工業や商業などさまざま

な産業が興され、経済効率が優先する大量生産・大量消費の時代を迎えました。人々が現金

収入や生活の利便'性を求めて都市部に移住するようになり、人の手が入らなくなった里山で

は人と自然のつながりが希薄になることで独自の生態系が失われつつあります。逆に人が集

中した沿岸部では、工業化・商業化にともない干潟や藻場の埋め立てが進んで生き物の育=二

場所が失われたほか、生活・産業排水の増大や漁船や漁具の改良による魚介類の乱獲など、

人の影響が過大となって人と自然のつながりが弱くなっています。

食物連鎖によって使いきれず余剰となった栄養は、河川を通じて海に運ばれ、最終的に臆

海底に溜まって有機汚泥（ヘドロ）となり、赤潮や酸素の欠乏（貧酸素化）などさまざまな

問題を引き起こしています。
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志摩市でも、陸上から流入する栄養の増大

や過密な二枚貝養殖が行われたことにより、

英虞湾や的矢湾には大量のヘドロが堆積して

赤潮や酸素の欠乏が毎年のように発生し、真

珠やカキ、あおさの養殖に大きな影響を与え

ています。

特に酸素が欠乏することで海底にすむ生き

物が死滅することにより、食物連鎖の循環が

さらに 弱く なるという悪循環になっています
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海底に堆積しているヘドロ
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私たちは、これまで海の環境問題を「富栄養化」※5

として捉え、工場の排水規制や下水道・合併浄化槽に

よる生活排水の処理など、陸から流れ込む余剰な栄養

を減らすことで解決しようとしてきました。

しかし、いくら水がきれいになっても生き物が育た

なければ豊かな海にはなりません。志摩市のように水

産業や観光業など豊かな自然の恵みを産業の基盤と

している地域では、水質の改善だけでなく、生き物の

_p丞茂

一一

つながりを再生して生態系の安定を図ることが必要 下水処理施設（神明地区）

となっているのです。

こう.した生き物のつながりは、より多くの生き物が関係することで安定することから、地

球温暖化対策とともに、生物の多様‘性の保全に向けて世界の国々が取り組みを進めており、

平成22年10月には名古屋市で生物多様‘性条約第10回締約国会議(COP10)が開催

されました。「新しい里海の創生」は、こうした世界の動きとも連動しています。

※5富栄養化：河川や湖沼、海域においてチッソやリンなどの栄養塩濃度が高くなること‘‐

オーシャンズ・デイ。アット。ナゴヤ

現地視察で志摩市を訪れた皆さん

⑤

COP10に参加しきした

平成22年10月に名古屋市で開催された

生物多様性条約第10回締約国会議では、

海の生物多様‘性に関する議論も活発に行

われました。

期間中に開催された会議や現地視察（エク

スカーション）の受け入れなどのイベント

に志摩市も積極的に参加して、海の生き物

の多様‘性の重要‘性について学ぶとともに、

志摩市の取り組みを発表しました。

CBD-COP10SideEvent,0ct､21,2010

Sato-umi；ASynergyofT『aditionandSciencefOr
BiodiversityaIongJapaneseCoast

Sato-umiCr閉加ninAgOBay

亭S唾ien鰐andC＠mmⅧityb

OsamuMatsuda,HiroshimaUnive鱈ity,Japan

A胸rmerScienceCoo『dinato『oftheA9oBayRest"ationPmject
庁

NagoyaCong雁ssCenterBId92,Room211B(Japan）

｢英虞湾における里海の創生」について発表



4．志摩市が目指す「新しい里海」とは？

里海は、里山が農林業を通じて人と自然が共生している地域と定義されてきたことになぞ

らえて、漁業を通じて人と自然がお互いを高めあって共生する地域であると定義されていま

す。しかし、志摩市の現状について考えてみると、漁業の場としてだけでなく、観光業や海

運、また海の環境を保全するための人材育成を行う場として幅広く沿岸域を活用することか

志摩市を活性化する上で必要です。そこで志摩市の現状に応じた利用と自然環境の保全のノミ

ランスが保たれ、持続的な利用が可能となった沿岸域のイメージを「稼げる.学べる．遊べ

る、新しい里海」と呼ぶこととしました。
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新しい里海のイメージ
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｢稼げる里海」 農林漁業や観光業などの産業を通じて、水産物や景観といった資源を持続

的に利用することが可能な沿岸域

里海の概念や自然が持っている機能の保全と利用のために必要な取り組み

等についての理解を深め、地域の産業後継者や環境保全に貢献出来る人材

を育成する環境教育の場として利用することが可能な沿岸域

潮干狩りや海水浴などを通じて市民が直接海に触れることができ、文化や

精神面で豊かな生活をおくることが可能な沿岸域

｢学べる里海」

｢遊べる里海」
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「稼げる里海」の創生は、漁場環境の整備や種苗放流など漁業生産性の向上による水産業

の活性化や、豊かな自然環境を活かした自然体験事業の推進などによる観光業の活性化を、

「学べる里海」は里海の概念や自然が持っている機能の利用と保全について、家庭や学校、

社会教育などあらゆる場面で海について学ぶための学習の場として利用することで、志摩市

の産業を次の世代につないでいくための人材だけでなく、世界の環境問題に貢献できるよう

な人材育成を図ることを、また「遊べる里海」は、直接海に関わる仕事をしていない人々で

も、海水浴や潮干狩りなどのレクリエーションを通じて海の楽しさを実感し、海の環境を保

全することに対する意識の啓発を図っていくことを意味しています。

それぞれの取り組みも重要ですが、それ以上に地域が一体となって新しい里海の創生に取

り組むことによって、「志摩市＝豊かな沿岸域の自然が守られたまち」という地域イメージを

創出することが重要な狙いです。

「稼げる．学べる．遊べる、新しい里海」を「志摩ブランド」の基本コンセプトとして位

置付け、志摩市の産品や観光資源の素晴らしさだけでなく、快適な生活の場としても情報発

信を行うことで、地域全体への経済的な波及効果を期待でき、志摩市が目指す「住んでよし、

訪れてよしの志摩市」づくりに寄与できると考えています。

一

「新しい里海の倉l生」によるまちづくりを進めることを、志摩市総合計画
後期基本計画の重点的な取り組みとして位置付けました。

②



志摩市総合計画後期基本計画よき

今後、本市が重点的に取り組んでいくこと

鯵
里海（さとうみ）って、なに？

・里海とは、「ひとの暮らしと自然の営みが密接につながっている海のこと」です。

本市は古くから｢櫛童う菌｣と呼ばれるほど豊かな水産資源に恵まれており､私たちは漁業や真珠養殖など､海
の恵みを利用して生活してきました。でも私たちは、単に海の恩恵を受けてきただけではありません。田畑や日常

の生活の中から、栄養を含んだ水が海に流れ込み、多くの生き物を育んできた結果、人と海との共存関係が保たれ

を利用するためには、こうした共存関係を維持することが必要なのです。

1

漁業
〆'■

一
，

。
ー
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f唇-ぺ豊かで健康な里海を創生するためには
植物性
プランクトン

太く､なめらかぢ栄養の循環が不可欠です。
大型の魚

●●

L ー

ゆ
一

人と‘海と力鱒存する／:里海:／を鵬するためにば酢

●海の生き物とのつながりについて考えよう

私たちが食べる魚や貝は､食物連鎖の環の中で多く

の生き物とつながっています｡このつながりのバラ

ンスが崩れないように海の環境保全や漁業の資源

管理に取り組むことが必要です。

●森から海につながる水環境を保全しよう

森や里地に降った雨は､川を通じて海に流れていき

ます。こうした水環境が健全でなければ､豊かな里

海を育むことはできません｡海には関係のないよう

に思える森や里地の水環境を保全することが里海

づくりには大切です。

⑨
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畷I縄!」『学べる!」『遊べる!」

翻しい里海葱めざして･･･
かつての里海は、水産業や農業を中心とする産業と海の自然環境の共存関係、つまり人と海とのバランス

が保7動↓ている沿岸域でした。しかし現在では、生活様式が大きく変わり、水産業や農業以外に観光業やレ

クリエーションなど､さ雲ざまな形で沿岸域が利用されるようになったことから、このバﾗﾝｽが保てなく
なっています

,！蚕

一 ｡ ■ ■
可

■ ■ ■ 一

沙

rgPI
ヨム 自生

灘
詮､I■■■

瀧たな人と海とのバランス＝/~断しc*里巌／を劇生して1ぐためには…

体験などの観光利用により、大きな利益を得○沿岸域の保全を図ります。

雲鶏羅董雲ゆ駕篭誘臓
：蕊製奮唇欝議?雷ﾀーｾﾝﾀーと

浴など市民の憩いの場としても活用するこ

とができる楽しい沿岸域のことです。

⑨

・地域全体のブランド化など
○地産地消(食)の推進を図ります。

・学校給食、宿泊施設、飲食店などでの積極的な活用
○環境教育の推進を図ります。

・沿岸域を活用した体験学習の推進など



5．新しい里海を創生するために必要なこと

新しい里海の創生は、沿岸域の豊かな自然が保全されていることが前提となります。

これまで海の環境を保全する取り組みとして、B○D※6やC○D※7といった法令で定めら

れた水質・底質を指標として、下水道の整備や合併浄化槽の設置などにより、陸から流入す

る過剰な栄養塩の削減に取り組んできました。

こうした対倉策は、生き物が使いきれない栄養の量

を減らして「きれいな川、きれいな海」の保全を図

るものでした。

これらの取り組みは今後ももちろん必要ですが、

「豊かな里海」を再生するためには、森・川・海の

それぞれの場所で生き物が育つ場所を保全．再生す

ることで、陸から流れ込む栄養を利用してより多く

の生き物を育てるシステムを再生することが必要で

す｡そのためには山から海に至るすべての関係者が、

人と自然が共生する里海の概念を理解し、豊かな里

海の再生という目標を共有して取り組みを進めてい

く必要があります。

こうした考え方は、総合的沿岸域管理※sと呼ばれ

ており、沿岸域の関係者全体の利益を調整し、持続

的な産業利用を可能にするための取り組みとして、

世界中でこうした沿岸域の管理が実践されるように

なってきました。

日本でも平成19年に施行された海洋基本法に基

づく海洋基本計画※9の中に、12の目標のひとつと

して位置付けられていますが、自治体として取り組

んでいる事例はまだ多くありません。
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NPO-
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総合的沿岸域管理を進めるために は

流域ごとに関係者が集まり、利用と保

：全を一体と考えた協議が必要です。．
◆ ◆

◇々 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■p◆

※^BOD:BiochemicalOxygenDemand(生物化学的酸素要求量）の略。試料中に含まれる有機物の目安で、値が大きいほど

有機物量が多い＝富栄養であるとされる。主に河川や湖沼の水質の環境基準として用いられる。

※'COD;ChemicalOxygenDemand(化学的酸素要求量）の略。試料中に含まれる有機物量の目安で、値が大きいほど有機

物量が多い＝富栄養であるとされる。主に海域の水質や底質の環境基準として用いられる。

※8総合的沿岸域管理：総合的沿岸域管理を意味するIntegratedCoastalManagementを略してICMとも呼ばれる。

沿岸の海域は陸域の影響を強く受けることから、沿岸域を陸域と海域の双方からなる一体的な地域として捉え、その

開発。利用と環境の保全を総合的に管理するための手法。

※g海洋基本計画：海洋の持続可能な開発及び利用と海洋環境の保全との調和を図る新たな海洋国家を実現することの基本

理念を定めた海洋基本法（平成19年4月20日法律第33号）に基づき、平成20年3月閣議決定。海洋に関する施策

についての基本的な方針、海洋に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を規定。

⑲
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英虞湾や的矢湾では、これまで複数の町が個別に環境保全に取り組んでいましたが、平成

16年10月の合併により志摩市として一体的・総合的に管理する体制を整えることが可能

になりました。それぞれの沿岸域の自然環境の特性や産業等の利用状況を十分把握して、科

学的な根拠に基づいた持続的な管理を行うシステムを作り上げることが必要です。

また、太平洋の沿岸海域は志摩市の陸域から以外の影響を強く受けるため、志摩市の取り

組みだけでは十分な環境保全を図ることが困難だという問題もあります。まず、志摩市が取

り組みを始めることにより、周辺の自治体にもこうした取り組みを一緒に行っていくよう働

きかけていく必要があります。

私たちがこれからもこの地域で生活し、次の世代に豊かな自然に恵まれた志摩市を引き継

いでいくいために、合併して志摩市となった利点を最大限に活用してこの地域の経済を活｣性

化し、将来にわたって暮らしていくために行動を始めなければなりせん。

6．具体的な取り組みの方向性

沿岸域の自然から得られる恵みを持続的に活用するために、利用と保全の観点から、こ

れまでにもさまざまな取り組みが行われています。今後はこうした取り組.みを「点」の取

り組みから「新しい里海の創生」という目標に向かう「面」の取り組みとし、事業の成果

等を順応的に見直しながら総合的な管理を進めていくことが必要になります。また、そう

した取り組みを志摩市の地域イメージとして'情報発信することも必要です。

今後具体的に必要となる取り組みとして、次のようなものが想定されます。

排出される栄養そ

I.保全の推進に関する取り組み

①陸から海に流れ込む過剰な栄養を削減するための取り組み

下水道の整備や接続の推進、合併浄化槽の設置や適正な管理の推進、夢

のものの抑制、農業用肥料の適切な使用、森林の適切な管理等。

②栄養が循環するシステムを強くするための取り組み

干潟や藻場の保全と再生、生物の生息環境に配慮した河川や海岸の改修

Ⅱ利用の推進に関する取り組み

①稼げる里海の創生に関する取り組み

水産業の振興、自然体験の推進等。

②学べる里海の創生に関する取り組み

沿岸域を活用した環境学習の推進等。

③遊べる里海の創生に関する取り組み

海水浴や海洋レジャー、ごみ対策、親水'性海岸の整備 等

等

Ⅲ順応的な管理の推進に関する取り組み

①モニタリングに関する取り組み

沿岸域における水質・底質などの環境調査、漁業者による赤潮調査、市民による生物

調査などの環境調査と社会、経済活動に関する統計調査等。

②取り組みの評価に関する取り組み

海の健康診断の手法を活用した、沿岸域の総合的な環境評価等。

⑩
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この冊子に関する問い合わせ先

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地2Z

志摩市農林水産部里海推進室

TEL0599-44-0206

e-mailsatoumi@city.shima.lg.jp

http://www.city,shima.mie.jp/


